
建設工事にかかる最低制限価格基準の見直しについて 

（令和５年７月） 

 

古賀市の建設工事入札案件では、契約価格の適正化及び実効あるダンピング対策の充実を図るた

め、最低制限価格の設定を実施しています。 

令和５年７月３日以降に入札公告または指名通知を行う建設工事入札案件について、以下のとお

り見直しますので、入札金額の積算の際は、十分にご注意ください。 

（変更点は下線部   の箇所） 

 

 

１．最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の額の合計額とします。 

費 目 割 合 

直接工事費 10分の 9.7を乗じて得た額 

共通仮設費 10分の 9を乗じて得た額 

現場管理費 10分の 9を乗じて得た額 

一般管理費等 10分の 6.8を乗じて得た額 

 

※ただし、上記合計額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合は、10 分の 9.2

を乗じて得た額とし、予定価格に 10分の 7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の 7.5

を乗じて得た額とします。 

 

２．特別なものについては、上記１に関わらず、契約ごとに 10分の 7.5から 10分の 9.2までの

範囲内で定める割合を予定価格に乗じて得た額とします。 

 

最低制限価格スクラップ控除額の取扱いについて 

工事費の積算において、直接工事費の中でスクラップ控除をしている場合【例１】、直接工事

費とは別にスクラップ控除額を計上している場合（一般管理費等の計上後に控除されている場

合）【例２】、どちらも、最低制限価格の算定に当たっては、直接工事費から当該控除額を減じ

た上で、所定の率を乗じてください。 

 

最低制限価格 ＝（ ①直接工事費 － ⑤スクラップ控除額 ）× 0.97 

＋ ②共通仮設費×0.9 ＋ ③現場管理費×0.9 ＋ ④一般管理費等×0.68 

 

（参照：別紙「本工事費内訳書」【例１】・【例２】） 

 

■問い合わせ先  古賀市役所 管財課 契約係 TEL 092-942-1114（直通） 
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